
第４章 預金取扱金融機関・保険会社その他の金融に関する制度の企画・立案 

第１節 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に

関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第 61 号） 

 

金融のデジタル化等に対応し、安定的かつ効率的な資金決済制度の構

築を図るため、以下の事項を盛り込んだ「安定的かつ効率的な資金決済

制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法

律（令和４年法律第 61 号）」が、2022 年６月３日に成立し、同年６月 10

日に公布された。（別紙１参照） 

① 電子情報処理組織を用いて移転することができる一定の通貨建資産

等である電子決済手段（いわゆるステーブルコインのうち、広く送

金・決済手段として利用され得るもの）の交換等を行う電子決済手段

等取引業の創設 

② 複数の金融機関等の委託を受けて為替取引に係る分析等を行う為替

取引分析業の創設 

③ 高額電子移転可能型前払式支払手段の発行者について、業務実施計

画の届出、犯罪収益移転防止法の取引時確認義務に関する規定の整

備 
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電子決済手段等取引業等の創設

○ 適切な利用者保護等を確保するとともに、分散台帳技術等を活用
した金融イノベーションに向けた取組み等を促進

○ 電子決済手段等の発行者（銀行・信託会社等）と利用者との間に立ち、
以下の行為を行う仲介者について、登録制を導入

［対象行為］➢ 電子決済手段の売買・交換、管理、媒介等
➢ 銀行等を代理して預金債権等の増減を行う行為

［参入要件］一定の財産的基礎、業務を適正かつ確実に遂行できる体制等
［規制内容］利用者への情報提供、体制整備義務等
［監 督］報告、資料の提出命令、立入検査、業務改善命令等

※ 電子決済手段︔不特定の者に対して代価の弁済に使用すること等ができる通貨建資産
であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの等

※ 電子決済手段に該当する一定の信託受益権について金融商品取引法の適用対象から除外
し、発行者となる信託会社等について資金決済法等の規律を適用

※ 預金債権の増減を行う電子決済等取扱業者について、預金保険機構による報告、資料の
提出命令、立入検査等に関する規定を整備

※ 仲介者たる電子決済手段等取引業者及び電子決済等取扱業者について、犯罪収益移転
防止法の取引時確認義務等に関する規定を整備

○ 高額電子移転可能型前払式支払手段の発行者について、不正利用の
防止等を求める観点から、業務実施計画の届出、犯罪収益移転防止法の
取引時確認義務等に関する規定を整備

※ 高額電子移転可能型前払式支払手段︔電子情報処理組織を用いて高額の価値移転等を行う
ことができる第三者型前払式支払手段等

為替取引分析業の創設

○ 預金取扱金融機関等の委託を受けて、為替取引に関し、以下の行為
を共同化して実施する為替取引分析業者について、業務運営の質を
確保する観点から、許可制を導入

［対象行為］➢ 顧客の制裁対象者該当性の分析等（取引フィルタリング）

➢ 「疑わしい取引」該当性の分析等（取引モニタリング）

［参入要件］一定の財産的基礎、業務を適正かつ確実に遂行できる体制等
［規制内容］情報の適切な管理、体制整備義務等
［監 督］報告、資料の提出命令、立入検査、業務改善命令等

安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための
資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案の概要

○ 銀行等における取引モニタリング等の
更なる実効性向上の必要性の高まり（注）

（注）銀行界においてマネロン対応の共同化の動き

○ 高額で価値の電子的な移転が可能な
前払式支払手段の広がり

金融のデジタル化等に対応し、安定的かつ効率的な資金決済制度を構築する必要

電子決済手段等への対応 銀行等による取引モニタリング等の共同化への対応

高額電子移転可能型前払式支払手段への対応

○ 海外における電子的支払手段（いわゆるステーブル
コイン（注））の発行・流通の増加

（注）利用者保護等に課題があるとの指摘

【資金決済法第２条、第62条の３〜第62条の24等】
【銀行法第２条、第52条の60の３〜第52条の60の35等（信用金庫・信用組合の関連法も同様に措置）】

【資金決済法第２条、第63条の23〜第63条の42等】

【犯罪収益移転防止法第２条等】

【預金保険法第37条等】 【資金決済法第３条、第11条の２等】
【犯罪収益移転防止法第２条等】

【金融商品取引法第２条等】【資金決済法第37条の２等】
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第２節 保険業法の一部を改正する法律（令和４年法律第 11 号） 

 

保険業を取り巻く経済社会情勢の変化を踏まえ、保険契約者等の保護を的確

に行うため、令和４年３月 31 日までとされていた生命保険契約者保護機構が行

う資金援助等に関する政府補助の措置を令和９年３月 31 日まで延長することを

内容とする「保険業法の一部を改正する法律」が、令和４年３月 31 日に公布・

施行された。 
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第３節 ＩＴの進展等への対応 

 

Ⅰ デジタル・イノベーションの推進 

 

    経済社会全体のデジタル化が加速する中、民間事業者においても、ブロックチェー

ンや人工知能（AI）等の革新的技術やオープンAPIを活用した多様な金融商品・サー

ビスの提供が進んでいるほか、新興国を中心に、経済成長を促す観点からデジタル金

融サービスによって金融包摂を進める動きも見られる。利用者保護の確保を図りつつ、

企業の生産性や利用者利便の向上を実現するため、金融分野におけるデジタル・イノ

ベーションを一層推進していくことが重要である。 

こうした視点を踏まえ、2021 事務年度においては、以下の取組みを推進した。（別

紙１参照） 

・デジタル・イノベーション支援の取組み 

・フィンテック・ステークホルダーとの交流 

・ブロックチェーン等の技術や分散型金融システムの課題解決に向けた取組み 

 

１．デジタル・イノベーション支援の取組み 

FinTechサポートデスク、FinTech実証実験ハブにおいて、フィンテックに関す

る事業者の事業環境の相談等に一元的に対応した。（別紙２、３参照）2021 事務

年度において、FinTech サポートデスクでは、306 件の相談を受け付けたほか、

FinTech実証実験ハブでは、３件の支援を終了し、実証実験結果を公表した。（別

紙４参照） 

 

２．フィンテック・ステークホルダーとの交流 

国内のフィンテック事業者等とは、庁外拠点を活用して恒常的に対話を行って

いるほか、2022年６月にはFintech協会と連携し、事業者との意見交換を行うミ

ートアップを２年半ぶりに対面形式で開催した。また、関係機関と連携して、海

外のフィンテック事業者と日本の金融機関等との交流を行う海外ミートアップも

実施した。 

2022 年３月にフィンテック等に関する国際カンファレンス「FIN/SUM2022」を

開催し、分散型金融や埋込型金融、クライメート（気候）テックなどの主要課題

について、ビジネス関係者や技術者、学識経験者、当局者などの多様な関係者に

よる議論を行った。（別紙５参照） 

 

３．ブロックチェーン等の技術や分散型金融システムの課題解決に向けた取組み 

「Blockchain Governance Initiative Network(ＢＧＩＮ)」の活動に貢献した

ほか（別紙６参照）、ブロックチェーン国際共同研究プロジェクトを通じて、主

要なDefiプロジェクトの事例分析等を行い、分散型金融システムのトラストチ

ェーンにおける技術リスク等について議論・検討し研究報告書を公表した。 
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Ⅱ 金融機関システム・フロントランナー・サポートデスク 

 

「基幹系システム・フロントランナー・サポートハブ（以下「同サポートハブ」）」

では、これまでに支援決定したプロジェクト（５件）のうち、２件の支援を終了し、

それぞれ最終報告書を公表した（2021年11月及び2022年５月。残り３件について

は支援を継続中、別紙７参照）。また、同サポートハブについて、基幹系システムに

限らず情報系システムや外部システムとのAPI連携等を含む先進的な取組みも相談

対象として拡充し、「金融機関システム・フロントランナー・サポートデスク」とし

て刷新した（2021年11月、別紙８参照）。 

 

Ⅲ プロジェクト型「規制のサンドボックス制度」への対応 

 

生産性向上特別措置法（2018年６月６日施行）に基づき、ＡＩ・ＩｏＴ・ビッグ

データ・ブロックチェーンをはじめとする革新的な技術やビジネスモデルを用いた

事業活動を促進するため、新技術等実証制度（いわゆるプロジェクト型「規制のサ

ンドボックス制度」）が創設され、内閣官房に一元的窓口が設置された。本制度は、

期間や参加者を限定すること等により、既存の規制にとらわれることなく実証が行

える環境を整備することで、迅速な実証を可能とするとともに、実証で得られた情

報・資料を活用できるようにして、規制改革を推進するものである。なお、生産性

向上特別措置法は、2021年６月16日に廃止されたものの、同制度は、 産業競争力

強化法（2021年６月16日改正）に移管され、恒久化された。 

2021事務年度においては、金融庁として、新たに認定した実証計画はない。 
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第４節 休眠預金等活用法に関する取組み 

 
Ⅰ 法律の概要（別紙１参照） 

 

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」（以

下「休眠預金等活用法」という。）が2016年12月に成立、2018年１月より全面施行

されている。 

金融機関は、最終異動日（最後に入出金等の異動があった日）から10年経過した

預金等を「休眠預金」として、通知・公告を行い、預金保険機構に移管する。休眠

預金の移管後も、金融機関は、預金者から請求があれば払戻しを行う。 

移管された休眠預金のうち内閣府が認可した金額が、指定活用団体（内閣府が指

定）に交付され、活用の原資となる。 

※休眠預金の移管・預金者への返還に係る部分は金融庁の所管であり、活用に係る

部分は内閣府の所管である。 

 

   Ⅱ 2021事務年度の取組み 

 

休眠預金等活用法第48条（政府による周知）の規定に基づき、休眠預金等活用法

の趣旨や移管された休眠預金等も預金者等が返還請求を行えること等について、広

く国民に周知を図るため広報活動を行った。具体的には、政府広報テレビ番組への

出演のほか、デジタル化の進展も踏まえ、インターネット広告の継続実施、WEB 動

画の作成・配信や当庁ウェブサイトのリニューアルなどの活動を行い、休眠預金等

の仕組みに関する認知度のさらなる向上を図った。 

 

-113-



 

 

民間公益活動を促進するための 

休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 概要 

 

 
 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

①休眠預金等の活用に関する基本理念等【第 16 条・第 17 条】 

 ○休眠預金等を、民間公益活動（人口の減少、高齢化の進展等の経済社会情勢の急速な変化が

見込まれる中で国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ること

を目的として民間の団体が行う公益に資する活動（①子ども及び若者の支援、②日常生活等

を営む上で困難を有する者の支援、③地域活性化等の支援の３分野に係る活動）であって、

これが成果を収めることにより国民一般の利益の一層の増進に資することとなるもの）の促

進に活用 

 ○民間公益活動の自立した担い手の育成及び民間公益活動に係る資金を調達することができる

環境の整備を促進する。 

 ○預金者等の預金等を原資とするものであることに留意し、多様な意見が適切に反映されるよ

うに配慮するとともに、その活用の透明性の確保を図る。 

 ○大都市その他特定の地域に集中することのないよう配慮する。 

 ○複数年度にわたる民間公益活動に対する助成等、社会の諸課題を解決するための革新的な手

法の開発を促進するための成果に係る目標に着目した助成等その他の効果的な活用の方法を

選択することにより、民間の団体の創意と工夫が十分に発揮されるように配慮する。 

 ○宗教団体、政治団体、暴力団等は活用対象から除外 
 
②休眠預金等の移管・管理・活用の仕組み【第 2 章第 1 節（第 3 条～第 8 条）並びに第 3 章第 2
節（第 18 条・第 19 条）、第 3節（第 20 条～第 34 条）及び第 4節（第 35 条～第 41 条）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇預金者等であった者は、預金保険機構（委託を受けた金融機関）に対し、申出に基づき休眠預
金等代替金（元本＋利子相当額）の支払を請求することができる。【第 7条第 2項】 

 

２法律の概要 

内閣府 

・基本方針・基本計画の策定 

・指定活用団体の指定・事業計画の認可・監督 

監督・ 

事業報告 事業計画の申請・認可 

休眠預金等活用審議会 
諮問・答申 

支払請求 

・支払 

監督・事業報告 
監督・事業報告 

 

〇休眠預金等：預金者等が名乗りを上げないまま、10 年間放置された預金等 

      ⇒毎年 1,200 億円程度発生（その後 500 億円程度が払戻し）（平成 26～28 年度） 

〇預金等の性質（①銀行等が公共的役割を果たすための原資、②預金保険制度等による公的資金

の活用も想定、③広く国民一般が利用）に鑑みると、預金者等に払い戻す努力を尽くした上で、

社会全体への波及効果の大きい民間公益活動の促進に活用することで休眠預金等を広く国民一

般に還元すべき。 

１法律の背景 

助成・貸付・出資    

金
融
機
関 

休
眠
預
金
等 

民
間
公
益
活
動
を
行
う
団
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移管 

預
金
保
険
機
構 

交付 

助成・貸付 

資
金
分
配
団
体 

指
定
活
用
団
体 

預金者 

（別紙１） 
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